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( )青 森 県 報平成26年６月４日 水曜日 第3851号 2

平成25年度青森県一般会計補正予算 (専決第３号)

平成25年度青森県一般会計補正予算 (専決第３号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算のうち､ ｢第１表歳入予算補正｣ に掲げるとおり､ 当該款項の区分ごとの金額を補正する｡

(地方債の補正)

第２条 地方債の変更は､ ｢第２表地方債補正｣ による｡

第１表 歳入予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

１ 県 税 ����������� �����	
 �����������

３ 地 方 消 費 税 ���������� ������� ���������


５ た ば こ 税 ����
���� �����	� ��������	

８ 軽 油 引 取 税 �����
���� ������� ���
���
��

３ 地 方 譲 与 税 ���
�����
 ��
��	� �����
����

１ 地方法人特別譲与税 ���	�	�
�� 	�� ���	����
�

２ 地方揮発油譲与税 ���	����� ����
�� ����
�
��

３ 石油ガス譲与税 �����
	 ���	� ����
��

５ 航空機燃料譲与税 ���	�� ����
 ������

５ 地 方 交 付 税 ��
�
�
���� ����	�� ��	��������

１ 地 方 交 付 税 ��
�
�
���� ����	�� ��	��������

６ 交通安全対策特別交付金 �	����� ������ ����	�	

１ 交通安全対策特別交付金 �	����� ������ ����	�	

12 繰 入 金 ���������� �
� ����������

２ 基 金 繰 入 金 �������		� �
� ����������

15 県 債 ��
�������� ���	����� ������	����

１ 県 債 ��
�������� ���	����� ������	����

歳 入 合 計 ���������	� 
 ���������	�

第２表 地 方 債 補 正

道路事業 ����	���� 普通貸
借又は
債券発
行

9.0
以内

政府資金の場
合は､ 融通条件
による｡
その他の場合
は､ 知事が借入
先と協議の上定
める｡
ただし､ 県財
政の都合により
年限変更､ 繰上
償還又は借換す
ることができる｡

��
������ 普通貸
借又は
債券発
行

9.0
以内

政府資金の場
合は､ 融通条件
による｡
その他の場合
は､ 知事が借入
先と協議の上定
める｡
ただし､ 県財
政の都合により
年限変更､ 繰上
償還又は借換す
ることができる｡

計 �
���

���� ／ ／ ／ �
��������� ／ ／ ／

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限 度 額
千円

起債の
方法 利率

％
償還の方法 限 度 額

千円
起債の
方法 利率

％
償還の方法



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
平

成
二
十
六
年
五
月
十
四
日
専
決
処
分
し
た
平
成
二
十
六
年
度
青
森
県
一
般
会
計
補
正
予
算

(

専
決
第

一
号)

の
要
領
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成26年６月４日 水曜日 第3851号3

平成26年度青森県一般会計補正予算 (専決第１号)

平成26年度青森県一般会計補正予算 (専決第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ692,864千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

691,692,864千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入

歳出予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

５ 地 方 交 付 税 ����������� �����	� ���������	�

１ 地 方 交 付 税 ����������� �����	� ���������	�

９ 国 庫 支 出 金 ��	�
�
���
 ��	���� ��	��	����


２ 国 庫 補 助 金 �
�������� ��	���� ����������

歳 入 合 計 ����������� ������	 ����������	

２ 総 務 費 
��������� ���	�
 
������	�	

歳 出

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成26年６月４日 水曜日 第3851号 4

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
奥
入
瀬
会

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
沼
端
三
七
○
の

一

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

和
花

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
下
明
堂
五
六
の

一

平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人
恩

幸
会

弘
前
市
大
字
石
川

字
石
川
九
七

訪
問
看
護

石
川
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
や
す
ら

ぎ

弘
前
市
大
字
石
川

字
大
仏
下
二
五
の

一

��

･

�･

��

医
療
法
人
孝

信
会

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
上
野
ノ

下
タ
九
八
の
七

短
期
入
所

療
養
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
ふ
く
は

ら

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
上
野
ノ

下
タ
九
八
の
七

��

･

�･

��

株
式
会
社
ロ

ッ
シ
ュ

八
戸
市
大
字
石
手

洗
字
泉
筋
五
の
五

通
所
介
護

リ
ハ
ビ
リ
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

サ
ン
テ

八
戸
市
大
字
石
手

洗
字
斉
郷
七
の
一

九

��

･

�･

�

中
野
企
画
株

式
会
社

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
西
淋
代

二
二

通
所
介
護

レ
ッ
ツ
倶
楽

部
三
沢
堀
口

三
沢
市
大
字
三
沢

字
堀
口
一
七
の
二

五
二

〃

南
部
町

三
戸
郡
南
部
町
大

字
苫
米
地
字
下
宿

二
三
の
一

訪
問
看
護

南
部
町
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
白

山
九
一
の
一

〃

株
式
会
社
テ

ム

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
下
田
子

四
六

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
テ

ム

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
下
田
子

四
六

〃

６ 選 挙 費 ������� ����	
 �������

６ 農 林 水 産 業 費 ���������� ����
�� �����
����

４ 農 地 費 �����
���� ����
�� ���
����



歳 出 合 計 ����������� ������	 ����������	



( )

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
五
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

青
森
県
労
働
委
員
会
の
委
員
の
辞
任
に
伴
う
補
欠
委
員
の
推
薦

青
森
県
労
働
委
員
会
第
四
十
四
期
委
員
の
う
ち
労
働
者
を
代
表
す
る
者

(

以
下

｢

労
働
者
委
員｣

と
い
う
。)

石
田
隆
志
が
辞
任
す
る
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
後
任
の
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
た

か
ら
、
労
働
組
合
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
労
働
者
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

推
薦
資
格
を
有
す
る
労
働
組
合

青
森
県
の
区
域
内
の
み
に
組
織
を
有
し
、
か
つ
、
労
働
組
合
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七

十
四
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の
青
森

県
労
働
委
員
会
の
証
明
を
受
け
た
労
働
組
合
と
す
る
。

二

被
推
薦
資
格
を
有
す
る
者

候
補
者
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま

で
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
以
外
の
者
と
す
る
。

三

推
薦
期
間

平
成
二
十
六
年
六
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

四

推
薦
方
法

候
補
者
推
薦
書

(

第
一
号
様
式)

及
び
候
補
者
調
書

(

第
二
号
様
式)

を
所
定
の
期
日
ま
で
に

青
森
県
商
工
労
働
部
労
政
・
能
力
開
発
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
ま
た
、
候
補
者
推
薦
書
に
は
、
法

第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
旨
の
青
森
県
労
働
委
員
会
の
証
明
書
を
添
付
す

る
こ
と

(

推
薦
書
を
郵
送
し
た
場
合
は
、
推
薦
期
間
内
に
到
着
し
た
も
の
の
み
を
有
効
と
す

る
。)

。
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株
式
会
社
テ

ム

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
下
田
子

四
六

特
定
福
祉

用
具
販
売

株
式
会
社
テ

ム

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
下
田
子

四
六

〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
奥
入
瀬
会

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
沼
端
三
七
○
の

一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

和
花

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
下
明
堂
五
六
の

一

平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人
恩

幸
会

弘
前
市
大
字
石
川

字
石
川
九
七

介
護
予
防

訪
問
看
護

石
川
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
や
す
ら

ぎ

弘
前
市
大
字
石
川

字
大
仏
下
二
五
の

一

��

･

�･

��

株
式
会
社
ロ

ッ
シ
ュ

八
戸
市
大
字
石
手

洗
字
泉
筋
五
の
五

介
護
予
防

通
所
介
護

リ
ハ
ビ
リ
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

サ
ン
テ

八
戸
市
大
字
石
手

洗
字
斉
郷
七
の
一

九

��

･

�･
�

中
野
企
画
株

式
会
社

上
北
郡
東
北
町
大

字
大
浦
字
西
淋
代

二
二

介
護
予
防

通
所
介
護

レ
ッ
ツ
倶
楽

部
三
沢
堀
口

三
沢
市
大
字
三
沢

字
堀
口
一
七
の
二

五
二

〃

南
部
町

三
戸
郡
南
部
町
大

字
苫
米
地
字
下
宿

二
三
の
一

介
護
予
防

訪
問
看
護

南
部
町
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
白

山
九
一
の
一

〃

株
式
会
社
テ

ム

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
下
田
子

四
六

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社
テ

ム

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
下
田
子

四
六

〃

株
式
会
社
テ

ム

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
下
田
子

四
六

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

株
式
会
社
テ

ム

三
戸
郡
田
子
町
大

字
田
子
字
下
田
子

四
六

〃



( )

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
田
中
建
工

二

代
表
者
の
氏
名

木
下

浩
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
豊
島
字
豊
本
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
一
一
八
三
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

左
官
、
と
び
・
土
工
、
板
金
、
塗
装
、
防
水
、
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智

青 森 県 報平成26年６月４日 水曜日 第3851号 6

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

〃

成
田

美
千
彦

岩
渕

琢
緒

平
川
市
大
坊
前
田
一
〇
二

〃

原
田
村
元
一
二
七

平
成
��･

�･

�

〃
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( )

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
鬼

沢
楢
木
土
地
改
良
区
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日
認

可
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

中
南
地
域
県
民
局
長

�

原

至

智

事
業
名

維
持
管
理

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
名
川

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
六
年
五
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

三
八
地
域
県
民
局
長

中

嶋

和

行

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
津
軽
土
地
改
良
区
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認

可
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

岡

正

昭

一

縦
覧
に
供
す
る
種
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

定
款
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
六
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所
、
つ
が
る
市
役
所
及
び
鶴
田
町
役
場

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

平
成
二
十
六
年
度
教
科
書
展
示
会
の
開
催
時
期
、
場
所
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
教
科
書

の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号)

第
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
四
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青 森 県 報平成26年６月４日 水曜日 第3851号7

１ 番
号

同

今

別

分

館

東
青
教
科
書
セ
ン
タ
ー

教
科
書
セ
ン
タ
ー
名
称

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

展
示
教
科
書

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
山
崎
字
山
崎
一
〇
八
の
二

今
別
町
立
今
別
中
学
校

青
森
市
栄
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー

所
在
地
及
び
使
用
す
る
施
設
の
名
称

高
坂

治
樹

山
谷

明

管
理
責
任
者
氏
名

予
備
展
示
期
間
及
び
時
間

六
月
十
三
日
か

ら
七
月
二
日
ま

で

(

土
曜
日
及

び
日
曜
日
を
除

く
。)

午
前
九
時
か
ら

法
定
展
示
期
間

及

び

時

間



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成26年６月４日 水曜日 第3851号 8
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同

五

戸

分

館

三
戸
教
科
書
セ
ン
タ
ー

八
戸
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

大

間

分

館

下
北
教
科
書
セ
ン
タ
ー

野
辺
地
教
科
書
セ
ン
タ
ー

十
和
田
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

深

浦

分

館

西
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

小

泊

分

館

北
五
教
科
書
セ
ン
タ
ー

南
黒
教
科
書
セ
ン
タ
ー

中
弘
教
科
書
セ
ン
タ
ー

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

三
戸
郡
五
戸
町
字
天
満
後
二
二
の
一

五
戸
町
立
五
戸
小
学
校

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
関
根
四
の
一
一

ジ
ョ
イ
ワ
ー
ク
三
戸

八
戸
市
諏
訪
一
丁
目
二
の
四
一

八
戸
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
狼
丁
三
七
の
二

大
間
町
立
大
間
小
学
校

む
つ
市
桜
木
町
一
九
の
一

む
つ
市
立
大
湊
中
学
校

上
北
郡
野
辺
地
町
字
寺
ノ
沢
四
二
の
四

野
辺
地
町
立
野
辺
地
小
学
校

十
和
田
市
東
三
番
町
三
六
の
一

十
和
田
市
立
三
本
木
小
学
校

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
蓙
野
六
〇

深
浦
町
立
深
浦
中
学
校

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
小
夜
一
九
〇

鰺
ケ
沢
町
立
西
海
小
学
校

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
小
泊
字
砂
山
一
〇
七
六
の
一

中
泊
町
立
小
泊
小
学
校

五
所
川
原
市
大
字
新
宮
字
岡
田
一
六
一

五
所
川
原
市
立
五
所
川
原
小
学
校

平
川
市
南
田
中
北
原
一
二
〇
の
一

平
川
市
立
金
田
小
学
校

弘
前
市
大
字
宮
園
一
丁
目
五
の
一

弘
前
市
立
時
敏
小
学
校

丸
屋

光
子

友
田

博
文

木
村

一
夫

山
口

順
子

菊
池

治
夫

蛯
名

文
導

福
寿

邦
彦

齋
藤

仁
志

新
谷

寛

米
塚

鈴
子

工
藤

昭
博

船
水

周

小
山
内

修

六
月
三
日
か
ら
六
月
十
日
ま
で

(

土
曜
日

及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

七
月
三
日

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

七
月
三
日

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

午
後
四
時
ま
で

た
だ
し
、

北
五
教
科
書
セ

ン
タ
ー
は
、
六

月
二
十
七
日
を

除
く
。

六
月
十
三
日
及

び
六
月
十
八
日

は
午
前
九
時
か

ら
午
後
一
時
ま

で西
教
科
書
セ
ン

タ
ー
は
、
七
月

二
日
は
午
前
九

時
か
ら
午
前
十

二
時
ま
で

西
教
科
書
セ
ン

タ
ー
深
浦
分
館

は
、
六
月
十
六

日
、
六
月
十
七

日
及
び
六
月
二

十
三
日
を
除
く
。

六
月
十
三
日
、

六
月
二
十
七
日

及
び
六
月
三
十

日
は
午
前
九
時

か
ら
午
後
一
時

ま
で

下
北
教
科
書
セ

ン
タ
ー
は
、
六

月
二
十
三
日
を

除
く
。

下
北
教
科
書
セ

ン
タ
ー
大
間
分

館
は
、
七
月
一

日
を
除
く
。


